
当資料は、情報提供を目的として、一般的な制度上の取扱い、および一定の前提条件に基づいて作成したもので、実際の評価額や税額等を保証するものではありません。
詳細は、税理士等の専門家へご確認くださいますようお願いいたします。また、当資料は2021年12月現在の法令等をもとに作成しており、今後、内容が変更される場合があります。

作成：

相続を知ろう

早わかり！相続対策のポイント

第16回：生前贈与をしたはずの預金に
相続税がかかる？
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？

生前贈与をしたはずの預金に相続税がかかるって

どういうことだろう？

１．生前贈与をしたのに、相続税がかかるとは？

１

【生前贈与のポイントを確認しましょう 】
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２．相続税の税務調査：申告漏れが多いのは…

２

相続税の調査等の状況

令和元事務年度（令和元年7月～令和2年6月）に行われた相続税の調査の状況です。

相続税
令和元
事務年度

対前年度比

実地調査件数 A 10,635件 85.3％

申告漏れ等の非違件数 B 9,072件 84.9％

非違割合 （B/A） 85.3％ ▲0.4ﾎﾟｲﾝﾄ

実地調査
1件当たり

申告漏れ
課税価格

2,866万円 101.0％

追徴税額 641万円 112.8％

相続税の申告漏れが一番多い財産は「現預金等」です。

【申告漏れ相続財産の金額構成比】

現預金等

33.1%

土地

12.4%
有価証券

10.8%
家屋

1.9%

その他

41.8%

出典：令和元事務年度における相続税の調査等の状況（国税庁：令和2年12月）
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① 贈与の証拠を残す

② 贈与後の財産管理は受贈者で

贈与契約書

贈与者 東海太郎 （甲） と受贈者 東海小次郎 （乙）との間で下記の通り贈与契約を締結し
た。

第１条 甲は、所有する下記の財産を乙に贈与し、乙はこれを受贈した。
（贈与財産の所在場所・種類・細目・数量・単価等）
１．東海東京証券 ○○支店
○○MRF １，０００，０００ 口

第２条 甲は、当該財産を平成27年11月1日までに乙に引き渡すこととし、
当該引渡しにより権利は移転する。

上記契約の証として本書を作成し、甲、乙各１通保有する。
平成27年

10月25日

甲
（住所） 名古屋市中村区名駅＊－＊
(氏名） 東海 太郎 印

乙
（住所） 名古屋市中村区名駅＊－＊
(氏名） 東海 小次郎 印・贈与契約書 ・贈与税の申告

・通帳等の財産管理 ・処分（解約・売却等） ・利子・配当等、収益の受領

３．生前贈与のポイント：名義預金

３

① 毎年配偶者と子へ100万円ずつ贈与

② 銀行の通帳は本人が保管

③ 贈与税の基礎控除内のため、

贈与税の申告はしていない。

④ 税務調査の際に名義預金と指摘されて、

本人の財産として相続税が課税された。

本人：相続発生

配偶者や子・孫へ預金を贈与したつもりが、税務調査時に税務署から贈与と認められず

『被相続人の財産』として相続税の課税対象となる場合があります。

これを「名義預金」といいます。

名義預金と指摘されないためのポイント！

管理

配偶者
名義通帳

子供
名義通帳

贈与事実？

贈与事実？ 通帳

通帳
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【金融商品取引法に基づく留意事項】

当資料は、東海東京ウェルス・コンサルティング（株）が作成し、東海東京証券株式会社が許諾を受けて提供いたしております。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたい事項を以下に記載させていただきます。

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動等によ
る損失が生じるおそれがあります。

手数料等およびリスクは、商品等ごとに異なりますので、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面または目論見書等をよくお読みください。

【 当資料の利用に関する注意事項 】

当資料は、東海東京ウェルス・コンサルティング（株）（以下「弊社」）が作成し、弊社の許諾を受けた証券会社等から直接提供する形での
み配布いたしております。提供されたお客様限りでご利用ください。

当資料は、一般的な説明を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、当資料の内容は作成日におけるものであり、
予告なく変わる場合があります。当資料の一切の権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製又は転送等を行わないように
お願いいたします。

【 東海東京証券の概要 】

商 号 等 ：東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第１４０号

加 入 協 会 ：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本ＳＴＯ協会


